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【市長提出】
可決

議案番号 件　　　　　　　　　名
第71号 令和７年度新潟市一般会計補正予算

第72号 令和７年度新潟市国民健康保険事業会計補正予算

第73号 令和７年度新潟市介護保険事業会計補正予算

第74号 令和７年度新潟市後期高齢者医療事業会計補正予算

第75号 令和７年度新潟市水道事業会計補正予算

第76号
新潟市立高等学校条例及び新潟市立中等教育学校条例の一部改正につい
て［国の制度改正に伴い、高校生等臨時支援金の取扱い等に関連する規定
を整備するもの］

第77号 新潟市体育施設条例の一部改正について［新潟市アイスアリーナの利用料
金について、関連する規定を整備するもの］

第78号
新潟市めいせいデイサポートセンター条例及び新潟市立児童発達支援セ
ンター条例の一部改正について［障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律の改正に伴い、関連する規定を整備するもの］

第79号 新潟市ひまわりクラブ条例の一部改正について［新潟ひまわりクラブの移
転に伴い、位置を変更するもの］

第80号 新潟市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正
について［新潟卸団地地区地区計画の追加に伴うもの］

第81号 新潟市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正につ
いて［国通知を踏まえ、部分休業制度の拡充に関連する規定を整備するもの］

【議員提出】
可決
議案番号 件　　　　　　　　　名
第33号 病院の経営危機を打開するための必要な措置を求める意見書について

第34号 国家公務員の地域手当に準拠した地域区分の見直しに関する意見書の提出
について

第35号 新潟水俣病全被害者の救済と問題解決に向けた取組を求める意見書の提出
について

第36号 私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため、私学助成の増額、拡
充を求める意見書の提出について

市議会だよりは、新潟市LINE公式アカウントからもご覧いただけます。
閲覧方法は、右の二次元コードからご確認ください。

●市議会だよりに関するご感想などがありましたらお聞かせください。ご連絡は議会事務局調査法制課へ　☎025-226-3385（直通）

次回の定例会のお知らせ
○�12月定例会は12月5日から12月25日までの21日間の会期で開催の予定
です。

○12月定例会で取り扱う請願・陳情の締め切り日は、11月28日の予定です。

■請願・陳情について
請願・陳情とは
　市政への要望や意見または国・県などに意見
してもらいたいことを「請願」・「陳情」として、
市議会に文書で提出することができます。
　議員の紹介があるものを「請願」、ないもの
を「陳情」といいます。
　提出された請願や陳情は、議会運営委員会で委員
会に付託するか協議、決定し、付託された場合は、
それぞれの委員会で審査します。
　採択されたものは市長にその実現を要望したり、
関係機関に意見書や要望書を提出したりします。

９月定例会で結果が出たもの
　９月定例会で結果が出たものは、請願１件、陳情11件でした。
　そのうち、採択された請願・陳情は以下のとおりです。

●請願第10号
新潟水俣病全被害者の救済と問題解決に向けた取組を求める
意見書の提出について

●陳情第113号
私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため、私学
助成の増額、拡充を求める意見書の提出について

本定例会では、採択されたこれらの請願・陳情を受けて、議員提出議
案として意見書が本会議に提案され、全会一致で可決しました。
� 【議員提出議案番号第35号・36号】

可決した意見書は、国や県へ送付しました。
� 【１面「可決された主な議案」参照】

請願書・陳情書は随
時受け付けています
が、各定例会の締切
日は、招集日の５日
前（市の休日は含め
ない）までです！

議案とその結果
第82号 新潟市民病院職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正につい

て［国通知を踏まえ、部分休業制度の拡充に関連する規定を整備するもの］

第83号 新潟市給水条例の一部改正について［国通知を踏まえ、災害その他非常時
における給水装置工事に関連する規定を整備するもの］

第84号

新潟市議会議員及び新潟市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成
の公営に関する条例及び新潟市議会議員及び新潟市長の選挙における選
挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部改正について［政令の改正
に伴い、公営単価に関連する規定を整備するもの］

第85号 権利の放棄について［新潟市母子父子寡婦福祉資金償還金に係る債権を放
棄するもの］

第86号 下越福祉行政組合規約の変更について［組合事務所の位置の変更等に伴
い、関連する規定を整備するもの］

第87号 市道路線の認定及び廃止について［認定15路線、廃止９路線］

第90号 契約の締結について［巻斎場建設工事］

第91号 契約の変更について［市役所旧分館解体工事］

第92号 未処分利益剰余金の処分について［下水道事業について利益剰余金を処分
するもの］

第93号 未処分利益剰余金の処分について［水道事業について利益剰余金を処分す
るもの］

同意

議案番号 件　　　　　　　　　名
第88号 監査委員の選任について［任期満了に伴うもの１名］

第89号 固定資産評価審査委員会委員の選任について［任期満了に伴うもの１名］

認定
議案番号 件　　　　　　　　　名

第94号 決算の認定について［令和６年度新潟市下水道事業会計、水道事業会計、病
院事業会計］

継続審査
議案番号 件　　　　　　　　　名
第95号 決算の認定について［令和６年度新潟市一般会計及び８特別会計］

審査の流れ
①請願書（陳情書）を議会事務局に提出します。
請願には紹介議員が必要です。

②議会事務局で記載事項などを確認し、要件が
整っていれば議長が受理します。

③議会運営委員会で付託（審査依頼）する委員
会について協議します。

④本会議で正式に所管の委員会に付託します。

⑤所管の委員会で審査を行い、採択・不採択・
継続審査を決定します。

⑥本会議において委員長が委員会の審査結果（継続
審査を除く）を報告し、その結果を基に、請願（陳情）
の取り扱い（採択・不採択）を決定（議決）します。
⑦議長は、定例会終了後、結果を請願者（陳情
者）に郵送で通知します。採択の場合、市長な
どの執行機関に送付し、その実現に努力する
よう求めます。関係機関への意見書の提出を
求める請願（陳情）で、意見書
を本会議で可決した場合には、
国・県などの関係機関に送付し
ます。

⃝�Facebookでも新潟市議会の情報を発信しています。
新潟市議会 FB 検索
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内容はホームページで閲覧できます。


